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平成１９年度 独立行政法人国民生活センター年度計画 

 

独立行政法人国民生活センター（以下「センター」という。）は、中期計画に定めた業務

の実施について、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３１条の規定に基

づき、平成１９年度の業務運営に関する計画（以下「年度計画」という。）を以下のとおり

定める。 

 

１．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

（１）一般管理費については、経費の効率的な執行に努める。また、「行政改革の重要方

針（平成１７年１２月２４日閣議決定）」を踏まえた人件費削減（退職金、福利厚

生費及び今後の人事院勧告を踏まえた給与改善分は除く。）を行うとともに、国家

公務員の給与構造改革を踏まえた役職員の給与の見直しに取り組む。 

（２）業務経費については、国民に対して提供するサービスその他の質の向上の目的を

達成するため、有効かつ効率的な執行に努める。 

（３）平成１７年度央に策定した最適化計画を推進する。 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

 

（１）消費生活情報の収集 

 

①ＰＩＯ－ＮＥＴの運営 

 

・平成１８年度に実施した「全国消費生活情報ネットワーク・システム（ＰＩＯ－

ＮＥＴ）に係る刷新可能性調査」の結果を踏まえ、「ＰＩＯ－ＮＥＴシステムの最

適化計画」を策定する。 

・ＰＩＯ－ＮＥＴの安定的運用に資するため、キーワード改定作業に着手する。 

・地方センター等からの要望を踏まえ、ＰＩＯ－ＮＥＴ端末機の増設を検討の上、

実施する。 

・各省庁へのＰＩＯ－ＮＥＴ端末新設のために必要なシステム整備等を行う。 

・作成した相談データを受付時に送信することを励行させるとともに、その送信頻

度を向上させるよう、地方センターに要請する。 

・消費生活相談カード直接作成システムの安定的運用に資するため、操作方法等の

習熟のための方策（問合せ対応のための窓口の運営、電子掲示板の運営、ＰＩＯ

－ＮＥＴ運営連絡会議など）を引き続き実施する。 

・「消費生活相談データベース」について、１週間に１回以上のデータ更新を実施す

る。 

 

②消費者トラブルメール箱 

 

・「消費者トラブルメール箱」について、３，５００件を上回る情報を収集する。 

・「消費者トラブルメール箱」に寄せられた情報について、年度内に４回、収集結果

やトラブルの概要を公表する。 
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（２）国民への情報提供 

 

①報道機関等を通じた情報提供 

 

・ＰＩＯ－ＮＥＴの情報やセンターが処理した苦情相談を分析し、その結果を年度

内に２０テーマ以上提供する。また、これらの被害の未然防止や拡大防止の観点

から必要がある場合には、関係事業者（団体）及び関係行政機関への要望及び情

報提供を行う。 

 

②出版物、テレビ、ホームページ等による情報提供 

 

ア．ホームページ 

 

・引き続き社会的に問題となっていて消費者の関心の高い情報の提供を行うこと

等により、アクセス件数の増加を図る。 

・携帯電話による情報提供の充実を図る。 

 

イ．テレビ番組 

 

・視聴者モニターにアンケート調査を実施し、５段階評価で４以上の満足度の評

価を得るよう努めるとともに、その結果を企画・構成面に反映させる。 

 

ウ．定期出版物等 

 

・「くらしの豆知識」について、適切なテーマ選択と満足度調査実施のため、読者

等へのアンケート調査とヒアリングを実施し、読者への満足度アンケート調査

において、５段階で４以上の満足度の評価を得る。 

・「国民生活」について、内容の充実と満足度調査の実施のため、読者等へのアン

ケート調査を実施し、読者への満足度アンケート調査において、５段階で４以

上の満足度の評価を得る。 

・「たしかな目」について、内容の充実と満足度調査の実施のため、読者等へのア

ンケート調査を実施し、読者への満足度アンケート調査において、５段階で４

以上の満足度の評価を得る。 

 

（３）苦情相談 

 

①苦情相談 

 

・消費生活専門相談員、弁護士、専門技術者等を配置して専門的相談の充実を図り、

消費者被害の複雑多様化、国民生活に関連する新たな法律の制定等に適切に対応

しつつ、懇切、迅速かつ公正に、あっせん等による苦情相談処理を行う。 

 

②個人情報の取扱いに関する苦情相談 

 

・個人情報保護相談データベースを安定的に運用し、センター及び地方センターに

寄せられた個人情報に関する苦情相談情報を収集する。 

・個人情報の保護に関する法律の制定や同法第７条に基づく基本方針を踏まえ、苦

情相談対応を積極的に行う。 

 



 3

③地方センターの苦情相談処理への支援 

 

・経由相談の充実や、消費生活相談緊急情報、製品事故情報の発行などにより、地

方センターの苦情相談処理への支援を通じて、その中核的機関としての役割を適

切に果たす。 

・年度内においては、全相談（個人情報保護に関するものを除く）件数に占める経

由相談（個人情報保護に関するものを除く）の比率が５０％以上とする。 

 

④消費者苦情処理専門委員会 

 

・都道府県の苦情処理委員会や地方センター等の苦情処理の推進に資するため、小

委員会の更なる活用など委員会運営の創意工夫に努め、年度内に４件以上の情報

提供を行う。 
 

⑤苦情処理・紛争解決に関する総合的窓口機能の整備 

 

・引き続きホームページのＡＤＲ機関情報専用コーナーの内容充実を図る。 

 

（４）関係機関への情報提供 

 

①地方センターへの情報提供 

 

・地方センターにおけるＰＩＯ－ＮＥＴの安定的な運営に資するため、ＰＩＯ－ＮＥ

Ｔ運営に関する情報を掲載した「ＰＩＯ－ＮＥＴ通信」を月１回作成し、地方セ

ンターに提供する。 

・引き続き地方センター向けの電子的な事務連絡、情報提供、情報交換を安定的に行

い、業務運営の迅速化、効率化に資する。 

 

②行政機関等との情報交流 

 

・行政機関からのＰＩＯ－ＮＥＴ情報に関する情報提供依頼に積極的に対応する。 

・法令に基づく裁判所、警察、弁護士会からの照会について、ＰＩＯ－ＮＥＴ情報や

相談処理を行う中で把握した情報を活用して対応する。 

・消費者契約法に基づく適格消費者団体からの照会への対応を開始する。 

 

③消費者団体、事業者団体、ＮＰＯ等との情報交換 

 

・消費者フォーラムを開催し、参加者から５段階評価で４以上の満足度の評価を得る

よう実施する。 

・平成１９年度内に、４以上の事業者団体等と定期的な意見交換会を開催する。 

・消費者団体やＮＰＯが活動や交流のために利用できる場所となる「くらしの情報交

流プラザ」で、“くらしの情報交流プラザ☆さろん”を、東京事務所の耐震補強工

事期間中を除き、毎月１回開催する。 

 

（５）研修 

 

①研修 

 

・地方公共団体の職員及び消費生活相談員を対象とする研修を６コース実施する 
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・地方公共団体等の消費生活相談員を対象とする研修を１３コース実施する。 

・地方公共団体で消費生活相談業務に従事している行政職員および消費生活相談員

を対象とする消費生活相談員移動セミナー（地方都市開催）を２６コース実施す

る。 

・企業の消費者対応部門の職員等を対象とする研修を４コース実施する。 

・学生及び小学校、中学校、高等学校の教員を対象とした研修を２コース実施する。 

・地域における消費者活動推進者（消費者活動に関心のある消費者及び行政職員、

消費生活相談員等）を対象とした研修を１コース実施する。 

・相模原市と共催で、一般市民、一般消費者、行政職員、消費生活相談員等を対象

とした公開講座を１コース実施する。 

・研修コース毎に受講者に対するアンケート調査を実施し、その結果を研修内容等

の充実に活用するとともに、受講者から５段階評価で平均４以上の満足度の評価

を得る。 

 

②消費生活専門相談員資格の審査及び認定 

 

・消費生活専門相談員の能力・資質の向上等を図るための資格認定試験について、

各地の地理的条件に配慮した人材供給を確保していくという観点から、全国１５

ヶ所以上で実施する。 

 

（６）商品テスト 

 

①原因究明テスト 

 

・テスト技術向上のための研鑚を図り、テスト期間の短縮を行う。 

・テスト実施件数は、年度内で４５件以上とする。 

・全国商品テスト企画ブロック会議及び商品テスト技術評価研究会を実施し、全国

のテスト担当技術者の技術の向上と効率化を図るとともに、原因究明に必要なテ

スト方法等の技術相談に対して助言などを行う。 

 

②問題提起型テスト 

 

・テスト実施件数は、年度内で１２件以上とする。 

・テスト結果を、報道機関、ホームページ、テレビ番組、「たしかな目」、「国民生活」

などを通じて迅速に情報提供する。 

・テストの課題設定及び成果については、商品テスト分析・評価委員会の評価を受

け、その結果を業務に反映させる。 

 

（７）調査研究 

 

・国民生活の動向、消費生活に関する諸問題の中から消費生活に重大な影響を及ぼす

問題について、ＰＩＯ－ＮＥＴなどセンターの収集した情報などを用いて調査研究

を行う。 

・終了した調査研究や実施予定の調査研究課題について、外部有識者による評価を実

施する。 

 

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

別紙１から別紙３のとおり。 
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４．短期借入金の限度額 

 

短期借入金の限度額は６億円とし、運営費交付金の資金の出入に時間差が生じた場合、

不測の事態が生じた場合等に充てるために用いるものとする。 

 

５．重要な財産の処分等に関する計画 

 

計画なし 

 

６．剰余金の使途 

 

（１）商品テスト業務に係る検査・分析機器等を充実させるための更新・整備 

（２）情報の収集及び提供に係る高度情報化を図るための機器等の整備 

（３）施設・設備の質的向上及び老朽化対応のための改修・整備 

 

７．その他内閣府令で定める業務運営に関する事項 

 

（１）施設・設備に関する計画 

 

平成１９年度に取得・整備する施設・設備は次のとおりである。 
 

（単位：百万円） 
施設・整備の内容 予定額 財源 

東京事務所耐震改修工事 
 
東京事務所電気設備改修工事 

３２１ 
 

１７０ 

施設整備費補助金 

 
（２）人事に関する計画 

 

①方針 

 

業務運営の効率化により、常勤職員の増加抑制に努める。 
 

②人員に係る指標 

 

期末の常勤職員は、１２０人以内とする。 
 

（３）中期目標期間を超える債務負担 

 

①平成１７年度から平成２３年度までのコンピュータの賃貸借 
 
②平成１８年度から平成２０年度までの東京事務所耐震改修工事 

 
債務負担の限度額 ７８４百万円 
債務負担を行う年度 平成１８年度 
支出を行うべき年度 平成１８年度以降３箇年度 
当該中期計画期間中の支出予定額 ４３１百万円 

債務負担を必要とする理由 東京事務所の耐震改修工事には、

多くの日数を要するため 
 
（４）積立金の処分に関する事項 

 

計画なし 
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別紙１ 
 

平  成  １９  年  度  予  算 
 

（単位：百万円） 
区          別 金          額 

収  入 
運営費交付金 
事業収入等 
施設整備費補助金 

 
計 

２，８０３

２５３

４９１

３，５４７

支  出 
業務経費 
一般管理費 
人件費 
施設整備費 
 

計 

 
１，５４２

２３５

１，２７９

４９１

３，５４７

 
【人件費の見積り】 

１，０４４百万円を支出する。 
ただし、上記の金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び超過勤務

手当に相当する範囲の費用である。 
（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 



別紙２ 
 

平  成  １９  年  度  収  支  計  画 
 
 

（単位：百万円） 
区          別 金          額 

費用の部 
経常費用 
業務費 
一般管理費 
人件費 
財務費用 
減価償却費 

 
収益の部 
経常収益 
運営費交付金収益 
事業収入等 
資産見返運営費交付金戻入 

 
 
経常利益 
目的積立金取崩 
当期総利益 
 

３，１５３

３，１５３

１，２７８

３６７

１，２７９

２１

２０８

３，４３４

３，４３４

３，１３６

２５３

４６

２８１

０

２８１

 
（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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別紙３ 
 

平  成  １９  年  度  資  金  計  画 
 
 

（単位：百万円） 
区          別 金          額 

資金支出 
業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
翌年度への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
運営費交付金による収入 
事業収入等 

投資活動による収入 
財務活動による収入 
前年度からの繰越金 

６，８２１

２，９４０

３，２２７

１５９

４９６

６，８２１

３，０３５

２，８０３

２３１

３，１３７

０

６５０

 
 

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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